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千葉県障害者社会参加推進センターだより（第 31 号）                令和 7 年 1 月 20 日 

京葉喉友会  

～～声声帯帯ががななくくててもも声声はは出出せせまますす！！！！～～  

京葉喉友会は（昭和４８年創立）、千葉県から委託された発声訓練事業（発声講習会）を通じて

喉頭がんや咽頭がんなどで声帯を失くされた方々が食道発声法や電気式人工喉頭発声法による 

「第二の声」を習得するお手伝いをしています。 

また、当会は第二の声を習得された会員さんが社会活動へ積極的に参加するよう促進することも

活動の目的としています。 

【主な活動】 

○講習会場：千葉市生涯学習センター 

○練習日時：原則として毎週金曜日の午後１時

から３時まで開講しますが、年末

年始など特別な場合は休講となり

ます。 

○講習内容：日常生活における会話を可能とす

る発声力の習得を目的として概ね

次の内容の講習を行っています。 

１，食道発声法（シャント発声法を含む）に

よる発声練習。 

２，電気式人工喉頭発声法による発声練習。 

３，その他、日常生活や社会生活を営む上で必要とされる種々の事項に関するお手伝いやアドバ

イス、また講習会は発声法により食道発声クラスと電気式人工喉頭発声クラスに分かれて行

っており、食道発声クラスは、初級から始め熟達度に応じて中級、上級クラスへと昇級する

システムとなっています。食道発声、電気式人工喉頭発声のいずれについても、皆様と同じ

く声帯をなくした当会会員で発声法をマスターして訓練士の認定を受けた指導者が練習を、

お手伝いします。 

○発 声 法：食道発声は食道に強制的に吸い込んだ空気を吐く時に食道粘膜を振動させて原音を出

し、口や舌の形や位置を変えて発声します。電気式人工喉頭発声は、電気的に振動を

起こす器械を喉に当てて原音を出し食道発声と同様に口や舌の形や位置を変えて発声

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○入会方法：入会を希望される場合は、入会金として３,２００円、年会費として３,０００円の  

合計６,２００円の費用が必要となります。 

○年間行事の中には新年会を始め秋の懇親会などが行われます。 

○連 絡 先：お問い合わせ等については、下記のメールアドレス宛てにご連絡下さい。 

        E-mail：ishibashi2413@vega.ocn.ne.jp 

 
（令和６年１２月２０日,本年最後の講習会にて記念撮影） 

  （電気式人工喉頭発声の練習）     （食道発声・初級クラスの練習は指導者と 1 対 1 で行います。） 
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特定非営利活動法人  

千葉県精神障害者家族会連合会 

（略称 NPO 法人千葉家連） 

  

当家族会連合会は、障害者に対する交通運賃割引制度の適用について、これまで三障害のうち 

精神のみ対象外であったため、昨年、国会議員に働きかけて委員会で差別的な状況の改善をお願い

いたしました。しばらくして精神障害も他障害なみの改善を行う旨 JR と大手私鉄が発表し、私鉄

から改善が始まり、JR は今年 4 月に当該割引制度が実現することになっています。 

なお、京成電鉄と西鉄を除いて 100ｋm 以下の制限は残っており、この改善は今後の課題です。 

最近の県のデータによると、県内には精神の通院医療費受給者数は約 11 万人、そのうち精神の

保健福祉手帳所持者数は約 7 万人となっています。このほか未だ医療につながっていない当事者

もおります。精神疾患は、13 年前に「がん」などの四大疾病に加わり五大疾病と呼ばれるように

なったありふれた病気で、これらの方々や家族にとって交通運賃割引制度の適用は朗報です。 

また、私たちは、同じ家族としての経験を活かし、個別に電話やメールによる相談に対応してい

ますが、千葉県社会福祉センター事務室の活用を含め、今後の対応を見直したいと思っています。 

更に、精神疾患の早期発見、早期治療は重要で、有効な働きかけについて、検討して行きたい。 

これからも当事者・家族へのサポートを進めながら、他障害の関係者とも連携し、共生社会の推

進に努めたいので、よろしくお願いいたします。 

 

次に、昨年 12 月 10 日（火）、恒例の（令和 6 年度）千葉県障害者週間の集いを、千葉市民      

会館小ホールで開催しました。概要は次のとおり。 

 

（１）講演会 

  演題 「心の病と共に自立した生活を送るために 

      ～障害福祉サービス等による生活支援の制度と実際～」 

 

  講師  末永慎介氏 （社福）ワーナーホーム 鎌取相談支援 

センター、精神保健福祉士、主任相談支援専門員 

 

（２）心の美術展（絵画部門、書道その他部門） 

   ①絵画 

  ②書道その他(写真、手工芸品など) 

    

（３）事業所等自主製品展示会 

   菓子パンの展示即売等 

 

 

 

◆お問い合わせ先  電話 090-3095-7938 又は 090-3095-5802 
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